
目

次

告

示

○
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
障
害
福
祉
課
）
…
一

○
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
に
よ
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
の
辞
退
qqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
一

○
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
よ
る
指
定
医
の
指
定
医
辞
退
届
書
の
提
出
qqq（

同

）
…
二

○
道
路
の
区
域
の
変
更
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
道

路

課
）
…
二

○
証
紙
売
り
さ
ば
き
人
の
売
り
さ
ば
き
場
所
の
変
更
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
会
計
管
理
課
）
…
二

○
証
紙
売
り
さ
ば
き
の
廃
止
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

公

告

○
国
土
調
査
の
成
果
の
認
証
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
農
村
整
備
課
）
…
三

教
育
委
員
会

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示
qqqqqq（
学
校
施
設
課
）
…
三

正

誤

○
令
和
五
年
九
月
十
三
日
定
例
告
示
中
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
畜

産

課
）
…
四

告

示

青
森
県
告
示
第
五
百
八
十
一
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
を
行

う
者
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス

事

業

者

障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
行
う

事

業

所

指

定

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

一
般
社
団
法

人
福
泉
会

三
戸
郡
南
部
町
大

字
福
田
字
赤
坂
脇

一
〇
の
七
二

居
宅
介
護
ホ
ー
ム
ケ
ア

セ
ン
タ
ー
・

リ
ス
パ

三
戸
郡
南
部
町
大

字
福
田
字
赤
坂
脇

一
〇
の
七
二

令
和五･
九･一五

青
森
県
告
示
第
五
百
八
十
二
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
（
精
神
通
院
医
療
）

が
そ
の
指
定
を
辞
退
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

名

称

所

在

地

指
定
辞
退

年
月
日

有
限
会
社
お
き
薬
局

む
つ
市
柳
町
一
丁
目
二
の
二
四

令
和五･
八･三一

医
療
法
人
む
ら
か
み
脳
神
経
ク

リ
ニ
ッ
ク

八
戸
市
売
市
四
丁
目
七
の
七

五･
七･二〇

青
森
県
報
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第
六
百
六
十
七
号

令
和
五
年九

月
二
十
七
日

（
水
曜
日
）



青
森
県
告
示
第
五
百
八
十
三
号

青
森
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
六
十
二
年
三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
六
号
）
第
四

条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
か
ら
指
定
医
辞
退
届
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
規
則
第
五
条

の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

氏

名

勤

務

す

る

病

院

等

診

療

科

目

指
定
辞
退

年
月
日

名

称

所

在

地

佐
藤

仁
秀

津
軽
保
健
生
活

協
同
組
合
健
生

病
院

弘
前
市
大
字
扇
町

二
丁
目
二
の
二

内
科
（
心
臓
機
能
障

害
、
じ
ん
臓
機
能
障

害
、
呼
吸
器
機
能
障

害
）

令
和五･
八･一〇

佐
藤

智

津
軽
保
健
生
活

協
同
組
合
健
生

病
院

弘
前
市
大
字
扇
町

二
丁
目
二
の
二

眼
科
（
視
覚
障
害
）

〃

青
森
県
告
示
第
五
百
八
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
令
和
五
年
十
月
二
十
六
日
ま
で
青
森
県
県
土
整
備
部

道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
告
示
第
五
百
八
十
五
号

次
の
青
森
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
の
売
り
さ
ば
き
場
所
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
変
更
が

あ
っ
た
の
で
、
青
森
県
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
条
例
第
十
号
）
第
六
条
第
五
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

区

分

住

所

名

称

売
り
さ
ば
き
場
所

変

更

年
月
日

変
更
前

青
森
市
本
町
五
丁
目

五
の
二
一

一
般
社
団
法
人
青
森

県
猟
友
会

五
所
川
原
市
大
字
水

野
尾
字
懸
樋
三
〇
七

令
和五･
九･一九

変
更
後

五
所
川
原
市
大
字
水

野
尾
字
懸
樋
三
〇
六

青
森
県
告
示
第
五
百
八
十
六
号

次
の
青
森
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
か
ら
令
和
五
年
八
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
青
森
県
収
入
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図
面
番
号

道
路
の

種

類

路
線
名

変

更

の

区

間

変
更
の

前
後
別

敷

地

の

幅

員

敷

地

の

延

長

備
考

１

県

道

折
茂
上
北
町

停
車
場
線

上
北
郡
東
北
町
大
字
大
浦
字
道
ノ
下
二
八
の
五
か
ら

上
北
郡
東
北
町
大
字
大
浦
字
川
内
橋
場
二
八
ま
で

前

七
・
四
一
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
四
・
三
三
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
一
七
・
三
九
メ
ー
ト
ル

後

七
・
四
一
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
四
・
三
三
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
一
七
・
三
九
メ
ー
ト
ル

八
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
二
・
四
一
メ
ー
ト
ル
ま
で

九
五
・
八
三
メ
ー
ト
ル



証
紙
の
売
り
さ
ば
き
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
青
森
県
証
紙
条
例
（
昭
和
三
十
九
年

四
月
青
森
県
条
例
第
十
号
）
第
六
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示

す
る
。令

和
五
年
九
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
及
び
名
称

青
森
市
中
央
一
丁
目
一
の
二
九

株
式
会
社
青
森
日
商
連

二

売
り
さ
ば
き
場
所

青
森
市
中
央
一
丁
目
一
の
二
九

公

告

国
土
調
査
の
成
果
の
認
証

青
森
市
が
行
っ
た
次
の
地
域
に
係
る
国
土
調
査
の
成
果
に
つ
い
て
、
国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六

年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に

よ
り
公
告
す
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
七
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
市
大
字
戸
門
字
土
筆
山
の
一
部

教

育

委

員

会

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の

で
、
同
令
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
五
年
九
月
二
十
七
日

青
森
県
教
育
委
員
会
教
育
長

風

張

知

子

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

青
森
丸
重
油
供
給
単
価
契
約

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
教
育
庁
学
校
施
設
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
五
年
八
月
十
八
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

北
日
本
石
油
株
式
会
社

東
京
都
中
央
区
日
本
橋
蛎
殻
町
一
丁
目
二
八
の
五

六

契
約
金
額

一
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

十
万
六
千
七
百
円

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
八
号

八

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

購
入
物
品
を
確
実
に
納
入
で
き
る
と
判
断
し
た
申
請
書
等
を
提
出
し
た
者
を
参
加
者
と
し
て
入

札
を
行
っ
た
が
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
、
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ

た
者
が
な
く
、
再
度
の
入
札
に
付
し
た
が
落
札
者
が
な
か
っ
た
た
め
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲

内
で
、
最
低
の
価
格
の
見
積
り
を
行
っ
た
者
と
随
意
契
約
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
た
も
の
で
あ

る
。

正

誤
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
八
円
九
十
銭

畜

産

課

発
行
年
月
日

発
行
番
号

区
分

番

号

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

令
和
五･
九･一三

第
六
六
一
号

告
示

第
五
六
二
号

二

全

表
中

日
清
丸
紅
印
肉
牛
用
配
合
飼
料

和
牛
仕
上
用
基
礎

日
清
丸
紅
印
肉
牛
用
配
合
飼
料

和
牛
仕
上
用


